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○ 11月下旬に地方公共団体（都道府県４７団体、政令市２０団体、市区町村１，７２２団体）に対して以下のとおり照会。

Ｑ２．円滑化法の期限到来に当たって、特に本年４月１日以降、貴団体に対して、中小企業者等から、取引金融機関に関する質問・
苦情・相談や中小企業支援施策等について相談はありましたか。

地方公共団体への調査結果について

（参考）（Ｑ２で「①」と回答した場合に回答）
円滑化法の期限到来に当たって、今年度当初の状況と現在の状況を比較して、Ｑ２に係る相談件数に変化は見られますか。

Ｑ１．地域経済のモニタリングをはじめとして、地方公共団体と地域金融機関がスムーズに相談できる連携関係が築けていますか。

都道府県 政令市 市区町村 計
① はい １４団体 ５団体 ２９団体 ４８団体 （ 3%）
② いいえ ３３団体 １５団体 １，６９３団体 １，７４１団体 （97%）

都道府県 政令市 市区町村 計
① 増加が⾒られる １団体 ０団体 ７団体 ８団体
② 変わらない ７団体 ２団体 １５団体 ２４団体
③ 減少が⾒られる ６団体 ３団体 ７団体 １６団体

都道府県 政令市 市区町村 計
① はい ４７団体 ２０団体 １，４１８団体 １，４８５団体 （83%）
② いいえ ０団体 ０団体 ３０４団体 ３０４団体 （17%）

 地域経済のモニタリングをはじめとした地方公共団体と地域金融機関との連携体制は概ね構築されている = 全地方公共団体の83%
（産学金官地域ラウンドテーブルの一環）。

 地方公共団体に対する相談状況については、目立った動きは見られず、大きな混乱は見られない（ 8団体が相談件数増と回答 ）。

 総務省では、引き続き、金融庁等と連携し、「産学金官地域ラウンドテーブル」等の全国展開を推進。

（①の主な理由 ・取引⾦融機関に関する質問・苦情・相談はないが、中⼩企業⽀援施策に関する問い合わせが⾒られるもの。）

（②の主な理由 ・これまで地元事業者から⾦融機関に関する苦情等の相談を受けたことがないことから、対応⽅法等が未構築のため。）


